
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第10回総会議事録（Ｒ２年10月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都城市農業委員会 
 



１ 日  時   令和２年１０月３０日  午前９時３０分～ 

 

２ 場  所   中央公民館大会議室 

 
３ 委  員 
出 1德益 吉明 出 2柿並 マリ子 欠 3轟木 保紘（会長） 出 4有川 はつ子

出 5山中 美代子 出 6重冨 保 出 7長谷場 平 出 8恒吉 勇二 

出 9坂上 和秋 出 10永田 勇作 出 11竹田 功 出 12松枝 みどり

出 13松山 忠雄 出 14北園 紘美 出 15田中 加代子 出 16紺家 知征 

出 17宮田 信行 出 18井ノ上 洋一 出 19飯盛 由紀子 出 20田中 操 

出 21乙守 賢次 出 22藤森 和代 出 23志戸 春雄（職務代理） 出 24小野 籍雄 

 
４ 事 務 局 
   局 長 細山田 省二          次 長 福丸 好文         

主 幹 野﨑 洋一                  副主幹 吉國 雄一郎 
主 事 中濵 崇弘           主 査 横山 いづみ   
副主幹 横山 百合子（山之口総合支所） 主 幹 野口 浩二（高城総合支所）         

   副主幹 皆吉 さち子（高崎総合支所）   
 
５ 付議案件 
   報告第21号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第22号 許可書の返戻について 

報告第23号 県進達後の申請取下げについて 

議案第81号 都城市農業振興地域整備計画の変更に係る意見決定について 

議案第82号 農業委員会等に関する法律第23条による農地利用最適化推進委員の辞任の同

意について 

議案第83号 非農地証明について 

議案第84号 農地利用状況調査等の結果に伴う非農地判断について 

議案第85号 農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定及び許 

可決定について 

議案第86号 農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定について 

議案第87号 農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第88号 農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定について 

議案第89号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定につ 

いて 

議案第90号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決定につ 

いて（中間管理事業） 

議案第91号 農業委員会等に関する法律第１７条に基づく農地利用最適化推進委員候補者 

（追加）  の承認について 



第１０回総会議事録 

 

 

議   長  それでは、ただいまより第１０回の総会を開催いたします。本日は会長が全国の県

会長会出席のため東京へ行かれておりますので、私の方で進行させていただきます。

なにぶん不慣れでございますので、もたつくところもあるかも知れませんが、無事総

会が終了できますように皆様のご協力をどうかよろしくお願いいたします。 

では、本日の出席者の状況ですが、会長が欠席されて、２３名の出席でございます。

次に議事録署名人の指名をさせていただきます。本日は１７番委員と１８番委員にい

たしますので、よろしくお願いします。 

それでは早速審議に入ります。本日は報告案件が３件、議案が追加も含めまして、

１１件ございます。ご審議方よろしくお願いします。まず、報告案件ですが、報告第

２１号農地法第１８条第６項の規定による通知について、報告第２２号許可書の返戻

について、それから報告第２３号県進達後の申請取下げについて、３件まとめて事務

局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  報告第２１号農地法第１８条第６項の規定による通知についてですが、２８件の通

知がございまして、94,548.00 ㎡の内容となっています。次に報告第２２号許可書の

返戻についてですが、今月２件、1,470.00㎡の返戻がありました。議案書は１７ペー

ジですが、３条が１件、４条許可が１件ございまして、理由につきましてはそれぞれ

備考欄に記載してあるとおりでございます。続きまして、報告第２３号報告第２３号

県進達後の申請取下げについてでございます。議案書は１８ページになります。この

案件は平成３１年第１回総会に５条案件で審議されて許可相当の意見書を添えて県

に進達したものでございますが、許可前に申請を取り下げられた旨が県から報告され

てきたものでございます。今回、それを報告案件としたものです。以上です。 

議   長  ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、何かご質問等はございま

せんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  何も無いようです。では、ただいまの報告第２１号、２２号、２３号の３件につい

て、同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、報告案件３件につきましては了承されました。続きまして、

議案の審議に入ります。まず、議案第８１号都城市農業振興地域整備計画の変更に係

る意見決定についてですが、説明をお願いします。 

農 政 課  おはようございます。都城市農業振興地域整備計画の変更のために貴重なお時間を

費やしていただきありがとうございます。今回の整備計画の変更につきましては、４

件ございまして、いずれも用途変更でございます。事前にお配りしております資料で

詳細はご覧いただいたと思いますので、ここでご質問をお受けしたいと思います。 

議   長  ありがとうございました。何かこの件についてご質問のある方はお願いします。 

７ 番 委員  質問というより確認ですが、２番の案件は「肥育経営をしている」と書いてありま

すが、生産経営の間違いではないでしょうか。 

農 政 課  申し訳ありません。確かに肥育ではなく生産でございます。訂正方お願いします。 

議   長  他にご質問はございませんか。 



全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので、採決いたします。議案第８１号都城市農業振興地域整備計画の

変更に係る意見決定について、同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８１号は承認されました。農政課の皆さんご苦労様で

した。続きまして、議案第８２号農業委員会等に関する法律第２３条による農地利用

最適化推進委員の辞任の同意についてを議題といたします。議題に対する事務局の説

明をお願いいたします。 

事務局担当  議案第８２号農業委員会等に関する法律第２３条による農地利用最適化推進委員の

辞任の同意についてでございます。議案書２０ページをご覧ください。辞任理由にも

書いてありますとおり、当該委員につきましては、元々電気関連の技術者であり、今

回勤務先の会社からその資格と技術力を買われて、新事業の責任者に抜擢されたもの

でございます。常勤になることが避けられず、他の委員への影響を考え辞任の申出が

あったものでございます。 

議   長  ありがとうございました。ただいま、説明がありましたが、ここで質問をお受けし

ます。何かありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第８２号農業委員会等に関する法律第２３

条による農地利用最適化推進委員の辞任の同意について、ご同意いただける方は挙手

をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８２号については同意することに決定しました。続き

まして、議案８３号非農地証明についてを議題といたします。事務局の説明をお願い

いたします。 

 

事 務 局  議案第８３号非農地証明についてですが、今月は申請１件、641.00㎡の内容でござ

います。調査結果につきましては、調査報告書のまとめの１ページのとおりでござい

ますが、周囲の状況から今後の継続した農地利用は困難であるとの判断のようです。

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  ありがとうございました。何か質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第８３号非農地証明について、ご同意いた

だける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８３号については非農地として承認されました。続き

まして、議案第８４号農地利用状況調査等の結果に伴う非農地判断についてを議題と

します。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第８４号農地利用状況調査等の結果に伴う非農地判断についてでございますが、

議案書は２２ページから２６ページになります。この件につきましては、委員の皆様

に６月から８月にかけて行なっていただきました農地利用状況調査の結果から、山林

化、原野化していると報告のあった中から抽出したものでございます。今回は、高城

地区、高崎地区、山之口地区、そしてわずかですが五十市地区から８２筆、90,361㎡



を議案化させていただきました。これらにつきましては、各地区の担当委員の方々と、

航空写真等を使いながら、再度、審査・確認をいたしまして、間違いなく農地の状態

になく、今後も農地としての利用は望めないだろうと判断されたものでございます。

最後の方に書いてありますように１０月１２日から１６日の間で委員と協議をさせ

ていただいたところでございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議   長  ありがとうございました。ただいま、説明がありましたが、何か質問はございませ

んか。 

全 委 員  無し。 

議   長  何も無いようですので採決に移ります。議案第８４号農地利用状況調査等の結果に

伴う非農地判断について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８４号についてはすべて非農地と承認されました。次

に議案第８５号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決

定及び許可決定についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第８５号農地法第５条許可後の事業計画変更申請による農業委員会の意見決定

及び許可決定についてですが、今月は２件の申請がございまして、874.00㎡の内容と

なっています。調査報告につきましては、調査報告書のまとめの２ページに記載のと

おりでございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議   長  それでは質疑に入ります。何かご質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第８５号農地法第５条許可後の事業計画変

更申請による農業委員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は挙

手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８５号についてはすべて許可相当と決定しました。次

に議案第８６号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてを議題

といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第８６号農地法第３条許可申請による農業委員会の許可決定についてでござい

ます。今月は２３件の申請、46,413.00 ㎡の内容となっています。調査報告は、まと

めの方の３ページから５ページに記載のとおりでございます。なお、すべて農地法第

３条第２項各号に該当しないと判断されますのでご審議方よろしくお願いします。 

議   長  ありがとうございました。質問をお受けします。何かございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に入ります。議案第８６号農地法第３条許可申請による農業

委員会の許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８６号につきましては、調査報告どおりすべて許可す

ると決定いたしました。次に議案第８７号農地法第４条許可申請による農業委員会の

意見決定及び許可決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第８７号農地法第４条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につ



いてでございます。今月は９件の申請で、11,100.00 ㎡の内容でございます。調査報

告はまとめの方の６ページ記載のとおりです。ご審議方よろしくお願いします。 

議   長  ありがとうございました。何かご質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決いたします。議案第８７号農地法第４条許可申請による農業

委員会の意見決定及び許可決定について、ご同意いただける方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８７号につきましてはすべて許可と決定いたしました。

続きまして、議案第８８号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許

可決定についてを議題とします。議案に対する事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第８８号農地法第５条許可申請による農業委員会の意見決定及び許可決定につ

いてでございます。今月は申請件数３９件、37,068.61 ㎡の内容でございます。調査

報告は、調査報告書のまとめ７ページから１１ページに記載してあります。ご審議方

よろしくお願いいたします。 

議   長  ありがとうございました。では質疑に入ります。何か質問はございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  ご質問は無いようですので採決いたします。議案第８８号農地法第５条許可申請に

よる農業委員会の意見決定及び許可決定についてご同意いただける方は挙手をお願

いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８８号についてはすべて許可するものと決定いたしま

す。続きまして、議案第８９号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農業委員会の決定についてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局  議案第８９号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決

定についてでございます。今月は所有権移転が１０件ございまして、18,060.00 ㎡の

内容となっています。利用権設定につきましては、５３件で、167,385.00㎡の内容と

なっています。なお、公告日につきましては、本日１０月３０日付けを予定しており

ます。 

議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたので、ご質問をお受けします。何か

ございませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決いたします。議案第８９号農業経営基盤強化促進法第１８条

第１項の規定による農業委員会の決定について、同意される方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第８９号については承認することに決定いたしました。

次に議案第９０号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会

の決定について（中間管理事業）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

事 務 局  議案第９０号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農業委員会の決

定について（中間管理事業）でございます。今月は９５件の申請、274,507.00㎡の内

容でございました。公告日につきましては、先ほどと同じく本日１０月３０日付けを

予定しております。 



議   長  ありがとうございました。説明が終わりましたが、何かご質問はありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので採決に移ります。議案第９０号農業経営基盤強化促進法第１８条

第１項の規定による農業委員会の決定について（中間管理事業）に、同意される方は

挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９０号については承認することに決定いたしました。

それでは最後に追加議案であります議案第９１号農業委員会等に関する法律第１７

条に基づく農地利用最適化推進委員候補者の承認についてを審議いたします。事務局

の説明をお願いします。 

事 務 局  議案第９１号農業委員会等に関する法律第１７条に基づく農地利用最適化推進委員

候補者の承認についてでございます。これにつきましては、議案書のとおり、高崎地

区の推進委員補充のために１０月１日から２３日まで候補者の公募を行なっており

ましたが、結果として高崎地区農事振興会からの推薦を受けられた方１名が候補者と

なったものであります。公募締切日の都合上、当初議案作成に間に合わなかったため

今回追加議案とさせていただきました。この候補者を農地利用最適化推進委員として

委嘱することについて、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

議   長  説明が終わりましたが、ご質問はありませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  特に無いようですが、採決してよろしいでしょうか。 

全 委 員  異議なし。 

議   長  それでは、議案第９１号農業委員会等に関する法律第１７条に基づく農地利用最適

化推進委員候補者の承認について、同意される方は挙手をお願いします。 

全 委 員  （全委員挙手） 

議   長  全委員挙手ですので、議案第９１号につきましては同意するものと決定しました。

これで本日予定しておりました議案の審議が終わりました。何か皆さんの方からあり

ませんか。 

全 委 員  無し。 

議   長  無いようですので、これをもちまして第１０回の総会を終了いたします。ありがと

うございました。 
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